
使 用 前 確 認 申 請 書 
              

原子力発 第２３２０６号 
令 和 ５ 年   ９月 ２８日 

原子力規制委員会 殿 

                            住所   香川県高松市丸の内２番５号 
                            氏名   四国電力株式会社   

         
取締役社長 
社長執行役員

 長  井  啓  介 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第４３条の３の１１

第３項の規定により次のとおり使用前事業者検査の確認を受けたいので申請します。 

氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名 

名 称     四国電力株式会社 
住 所     高松市丸の内２番５号 

代表者の氏名   
取締役社長 
社長執行役員

 長 井 啓 介 

発電用原子炉施設の設置又は変更の
工事に係る工場又は事業所の名称及
び所在地 

名  称     伊方発電所 
所在地     愛媛県西宇和郡伊方町九町字 

コチワキ３番耕地４０番地３ 

申請に係る発電用原子炉施設の概要 

伊方発電所第３号機 
原子炉本体 
燃料体 
17行17列A型燃料集合体（ウラン燃料） 
（燃料体の数：28体（燃料要素7,392本）） 

法第４３条の３の９第１項若しくは
第２項の認可年月日及び認可番号又
は法第４３条の３の１０第１項の規
定による届出をした年月日 

設計及び工事の計画の認可年月日及び認可番号 
令和 ５年 ３月１０日 原規規発第2303105号 

使用前確認を受けようとする使用
前事業者検査に係る工事の工程、 
期日及び場所 

別紙のとおり 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 

令和 ６年 ３月 ９日 

原子炉本体に係る工事の場合であっ
て、原子炉本体を試験のために使用す
るとき又は発電用原子炉施設の一部
が完成した場合であってその完成し
た部分を使用しなければならない特
別の理由があるときにあっては、その
使用の期間及び方法 

－ 

                                                       （手数料 金 817,700円） 
添付資料－１：工事の工程に関する説明書 
添付資料－２：工事の工程における放射線管理に関する説明書 
添付資料－３：施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書 

  



別 紙 
工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）（表４※） 

 期日 自 令和 ５年 １１月 １日 
    至 令和 ６年  ２月 ９日 
 場所  三菱原子燃料株式会社 東海工場 
     （茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１） 
工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９※） 

 期日 自 令和 ５年 １１月 １日 
    至 令和 ６年  ２月 ９日 
 場所  伊方発電所 
     （愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ３番耕地４０番地３） 

三菱原子燃料株式会社 東海工場 
     （茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１） 
 
※：原規規発第2303105号で認可された設計及び工事計画認可申請書の工事の方法に記載する表

を示す。 
 



 

 

工事の工程に関する説明書 

 

           年月 

 

項目 

令和５年 令和６年 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

原子炉本体 
燃料体 
17行17列A型燃料集合体（ウラ
ン燃料） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

添
付
資
料
－
１
 使用前事業者検査 

工事期間 

構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）（表４） 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 



添付資料－２ 

工事の工程における放射線管理に関する説明書 

 

 

検査に伴う放射線管理については、三菱原子燃料株式会社 東海工場の放射線管理に従う。 

 

以 上 

 

 

  



添付資料－３ 

施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書 

 

発電用原子炉施設における施設管理の重要度は、法第４３条の３の９第１項の規定に基づく設

計及び工事の計画における、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」等に従い、原子

力安全に及ぼす影響に応じて、下表に示すグレード分けの考え方に従い品質重要度を分類し、管

理を行う。 

 

発電への

影響度区

分 

安全上の機能別重要度区分 

クラス１※ クラス２※ クラス３※ 
その他 

PS-1 MS-1 PS-2 MS-2 PS-3 MS-3 

R1 Ａ  Ｂ 

R2 

   

 

R3 Ｃ 

※：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に基づく重要度 

R1：その故障により発電停止となる設備 

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1を除く） 

R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備 

 

本申請において使用前確認を受けようとする対象施設の一覧を下表に示す。 

施設区分／設備区分／機器区分 名称 

グレードの区分 

品質重要度分類 

Ａ Ｂ Ｃ 

原
子
炉
本
体 

燃
料
体 

17行17列A型燃料集合体（ウラン燃料） 〇   

 


